
技能検定試験の実施

試験の程度等級区分
特 級 管理者または監督者が通常有すべき技能及び知識の程度
１ 級 上級技能者が通常有すべき技能及び知識の程度
２ 級 中級技能者が通常有すべき技能及び知識の程度
３ 級 初級技能者が通常有すべき技能及び知識の程度
単 一 等 級 上級技能者が通常有すべき技能及び知識の程度

試験に関すること：福岡県職業能力開発協会
TEL：０９２―６７１―１２３８

合格証書に関すること：福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課 技能振興係
TEL：０９２―６４３―３６０３

131ある技能検定職種に関する職業に携わる方、もしくは職業訓練施設、工業高校等で学ばれている
方。
※等級ごとに受検に必要な要件が定められており、受検していただくためにはそれらの要件を満たす
必要があります。

技能検定制度は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目
的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
職種ごとに実技試験と学科試験が行われます。各職種の内容に応じ、特級、１級、２級などに区分し
て行われるものと、単一等級として区分しないで行われるものがあります。
それぞれの試験の程度は次のとおりです。

技能検定の合格者には、厚生労働大臣（特級、１級、単一等級）又は都道府県知事名（２級、３級）
の合格証書が交付され、「技能士」と称することができます。
建築系職種によっては、官公庁の発注する公共工事に一定数以上の１級技能検定合格者の常駐を求
められることがあります。
職業訓練指導員試験を受験する場合、１級及び単一等級の技能検定合格者は実技試験及び学科試験
（関連学科のみ）が免除されます。
職業訓練指導員試験を受験する場合、２級の技能検定合格者は実技試験が免除されます。

活用方法

対象者

内　容

働く人々の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度です。

お問い合わせ先

技能の水準を認定してほしい
福岡県技能評価認定制度

福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課 技能振興係
TEL：０９２―６４３―３６０３

・県内に住所を有する事業主又は事業主の団体が行うもの
・国家技能検定（１３1職種）の対象となっていない職種

（１）評価基準
対象職種ごとに、県の基準を定めて公表します。

（２）認定要件
①技能評価が、従業員の有する職業に必要な技能及び知識について行われるものであること
②技能評価の試験基準が、県が定める評価基準に適していること
③技能評価が、直接営利を目的としないこと
④技能評価が、定期的に実施されるものであること
⑤技能評価の実施方法が、公平であること

（３）認定の方法
①認定を受けようとする事業主等は、所定の申請書類を県に提出してください。
②県は、申請書類を受付後、第三者機関である技能評価認定審査会の意見を聴取します。
③県は、申請事業主等に認定の可否を通知します。

・認定証が交付されます。
・認定を受けた技能評価は、「福岡県認定技能評価」の表示をすることができます。
・事業者等が交付する合格証書に、福岡県知事が認定した技能評価である旨の証明を受けることがで
　きます。

活用方法

事業主等が独自に行う国家技能検定以外の技能評価（社内検定）のうち、その取組みが技能振興上奨励すべ
きものと認められるものを、申請に基づき県が認定します。

対象者

内　容

お問い合わせ先

社内検定を認定してほしい
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